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労使交渉議事録 

１ 日時及び場所 

  令和２年８月２０日（木）午後７時から午後８時４５分まで 

  職員会館 ４階 会議室 

 

２ 出席者 

  当局     小西 総務部長、岡田 人事室長 他 

         岡本 水道部長 他 

  職員団体等  坂田 吹田市職員労働組合執行委員長、梅本 書記長 

         北野 吹田市水道労働組合執行委員長、伊場 書記長 

         川見 吹田市関連職員労働組合執行委員長、川崎 書記長  他 

 

３ 交渉議題 

  会計年度任用職員に関する残課題について 

 

４ 交渉要旨 

○職員団体等 それでは、会計年度任用職員制度の移行の残課題についての要求に基づいて交渉を始めたい

と思います。依然としてコロナ禍が収束を見ないもとですので、３密対策は十分に講じ、人数制限などもし

た交渉とします。本日の交渉でこれまで解決できてない問題について実りのあるやり取りをしたいと思って

います。 

ある国語辞典によれば「交渉」とは、「ある問題について相手と掛け合い、希望どおりに実現させよう

とすること」とされています。中央労働委員会の会長もされた菅野和夫「労働法」によれば、「団体交渉は

双方が譲歩を重ねつつ合意を達成することを主たる目標とするものである。そこにおける交渉は主として合

意を達成するためのものであって、双方の主張や意見を対決させるためのものではない」と書かれています。 

両方が言い合って、折り合いがつかへんということではなく、一致点を見出していきたいと思っていま

す。真摯に対応していただくことをお願いします。 

 

〇職員団体等 ２０２０年７月８日付に会計年度任用職員に関する残課題についての市労連要求書に基づい

て進めていきたいと思います。 

１点目は、会計年度任用職員制度移行に当たって、不利益を生じさせないとの確認に基づき、２０１９

年度からの継続任用者に対して期間率の適用によって生じた６月期期末手当の減収分を速やかに補填するこ

とということです。この６月に支給された期末手当に全ての会計年度任用職員に対して期間率が適用された

ために、「年収ベースでマイナスにはならない」と言っていたものがマイナスになっています。 

まずは、一時金として支給することが困難な状況にあるので月額報酬に組入れたいという申し入れを行

ったときに、「法改正なども含めて時期が来れば元に戻す」と当時の当局が答弁していますけども、その事

実は御存じですか。 

 

〇当局 はい、当時の交渉において今後関係法令の改正等がなされ、一時金として支給できる状況が生まれ
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れば元に戻す可能性はあるということで、当局として回答している事実は把握しています。 

 

〇職員団体等 元に戻すということについて、当局としてはどうお考えですか。 

 

〇当局 この点についてですけども、我々としては今回、会計年度任用職員制度に移行する中で、従前の非

常勤職員ですね、改正後の会計年度任用職員ですけども、そういった方々にも期末手当が支給できる法体系

になったと。その中で、法律、あと総務省の通知などに従い適切に期末手当の支給できる制度構築を行って

きたものと、そのように考えています。 

 

〇職員団体等 組入れた一時金を元に戻すというのはどういった意味で捉えられてるんですか。 

 

〇当局 期末手当が支給できるという法体系になったならば、６月と１２月に期末手当を支給していくと、

そういう制度にするということを戻すという、そういうことについて戻すというような回答をしていたと、

そのように考えています。 

 

〇職員団体等 元に戻すといいながら期間率がかかるということについては矛盾は感じないですか。 

 

〇当局 この点については、これまでも交渉の場などで発言をしてきましたけれども、今回の期末手当を支

給できることになって、今年度の１１月２日以降の勤務に対する期末手当については、翌年度に支給される

という、こういう取扱い。職員も基準日の翌日以降というか、１２月期の期末手当の基準日の翌日以降の勤

務分というのは、翌年度に支給されるんですけども、それと同様の制度が導入されたことによって支給の年

度がずれるという、これはもう致し方ない部分です。そういったところがありますので、そのことを理由に

この年間で見ると減収につながっていると、そのように考えておりますので期間率を適用したことによって

減収が生じていると、不利益が生じているといったものではないと。後半の勤務に対する期末手当が翌年度

に支給されるという制度上の変更があったので、そのような形になっているということで不利益が生じてい

るものということとは考えておりません。 

 

〇職員団体等 最後に期末手当を以前もらったのは、２００８年の１２月です。１２月に期末手当が支給さ

れました。その後、２００８年の１２月から２００９年の３月までは組入れられていません。で、２００９

年４月から組入れが始まっています。このときの４月から組入れられた一時金というのは、いつからいつの

一時金になるんですか。 

 

〇当局 いつからいつの一時金といいますか、平成２１年、２００９年度に支給する期末手当の総額を１２

分割して、それを４月の労働に対する対価として４月にお支払いをしていると、そういう位置づけに変わっ

たと、そういう認識です。 

 

〇職員団体等 では、２００９年の６月と１２月に支給される一時金分を２００９年４月から２０１０年の

３月まで組入れ支給されたということですね。 



（3） 

 

〇当局 ただ、今も申し上げたように、それぞれの月の労働に対する対価としてお支払いをするという考え

方に立っておりますので、その計算根拠となる期末手当、当時で言うたら割増報酬という言い方をしていた

と思うんですけども、割増報酬の総額を１２分割しただけであって、その割増報酬がどこからどこまでの期

間に対する報酬なのかというところは考えていません。 

 

〇職員団体等 何月と何月の一時金を均したんですか。 

 

〇当局 ですから、額としては６月期と１２月期に支払われるであろう割増報酬を１２分割したと、そうい

うところです。 

 

〇職員団体等 となると、今年の３月まで組み入れ支給されていた一時金は昨年度の６月、１２月期の一時

金ですよね。 

 

〇当局 ただその点については、その処遇の保障ということでその期末手当の年間総額を１２分割するとい

う考え方を持ったというだけであって、その報酬の位置づけとしてはあくまでも平成２１年、２００９年の

４月以降については４月の労働に対する対価が４月に払われていると、そのような制度になったとしか言え

ないです。 

 

〇職員団体等 ２００８年の１２月から２００９年の３月までは組入れられてませんでした。次の６月と１

２月の分もまとめて均して４月から支給されました。当時の２００８年の１２月から２００９年の３月分ま

での、本来でしたら支給をされてしかるべきだった割増報酬分というのは、まだもらえてないんですよ。だ

から、元に戻すというときにはその分をきちんと支給してもらわないといけないという主張なんですけども、

それはいかがですか。 

 

〇当局 平成２０年度、２００８年度の１２月以降の期末手当、それに対応する期末手当については、その

期間の労働に対する対価という意味合いではもうそこは消えているという解釈ですね。あくまでも平成２１

年度からはその月々の労働に対する対価にもう生まれ変わっているという認識です。 

 

〇職員団体等 生まれ変わったということは、２００８年の１２月から２００９年の３月までの分を含めて

６月の一時金で支払われるべきものだから、その６月のボーナスのときにそれを組入れたという理屈だとし

ましょう。そうなると今度は逆にね、去年の１２月に本当だったら支給されていた一時金というのは、その

前の６月２日から１１月３０日までの分が払われたものを３月まで均して支給されているんだから、今度は、

去年の１２月から今年の３月までの分が支払われてないんですよ。もらえるんやったらいいんですよ。期間

率掛けずに。どっちかにしてもらわないと元に戻らないんですよ。失われた４か月です。元に戻すんやった

らそこをちゃんとしてほしいということなんです。 

 

〇当局 ただ、その平成２０年から平成２１年についてはその当時、根本的には期末手当というのは自治法
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上払ってはいけないというそういう状況、情勢になったそういうときに、苦肉の策として各月分割という手

法を編み出して導入をしていったというそういう状況にあります。それで、あくまでも、先ほども申し上げ

たんですけれども従前の期末手当がどこからどこまでの勤務に対して払っているというような考え方は、平

成２１年の各月に分割して支給するという決定をした段階で、それはもう消えているという理解になります。

それでないと、それ以降に任用された方との考え方というのも一致しませんし。今、少なくとも、令和元年

度現在の非常勤制度という意味では、各月の労働に対する対価が各月に支払われているというそういう制度

に移行しきってるという状態やと、そのように認識しています。 

 

〇職員団体等 じゃあ、一時金が組み込まれているという認識ではなくて、そのまま月額報酬だけの分を受

け取ると、今までの月額報酬に加えて一時金が支給されてもおかしくないという解釈になりますけど、よろ

しいですか。 

 

〇当局 どのように説明したらいいでしょう。当然計算根拠には含まれているというところですね。年額、

その先ほど申し上げた年額を１２分割した額を含む、額を基礎報酬に積んで、各月の月額報酬化するという

ことで決着をしているわけですんで。ただ、結果としてその月額報酬というのは、その月の労働に対する対

価としか説明のしようがないです。 

 

〇職員団体等 もう月額の報酬になってしまった、そういう制度になってしまったんです、もう一時金の組

入れそのものがなくなったんですというんやったら、今回の制度により上乗せして期末手当を支給をするべ

きでしょう。あるときは「一時金が組入れられてますから月額報酬が下がるんです」といいながら、元に戻

せという話をすると、「変わってしまって、もう今は一時金組入れじゃなく月々の労働に対する対価なんで

す」と言われたら、理屈が通らないと考えるんですけどいかがですか。 

 

〇当局 ただ、それは平成２１年度の制度を決定する際の月額報酬を導き出すための計算根拠には含めたと、

そういったところにとどまるというように考えております。 

 

〇職員団体等 その計算根拠に６月と１２月の一時金ということじゃないんですか。 

 

〇当局 額の計算としては６月と１２月に支払われるべき割増報酬を１２分割したものが計算根拠になって

いるというところです。 

 

〇職員団体等 その計算根拠でいうと、１２月分までの一時金が３月にもらってたということになりますよ

ね。じゃあ、次の計算根拠のところには、別に期間率掛ける必要なくなってきますよね。 

 

〇当局 ただ、その期間率ですけれども期間率については総務省の通知においても通算しないことが適切と

いう明確な書きようで示されております。通算しないことが、例えば適当とかですね、通算しないことを考

慮しとかそういった表現が目立つマニュアルの中でも、この部分については通算しないことが適切という表

現がされているというような部分でもありまして、それに反する判断というのも当然人事室としても致しか
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ねる、そうした部分もございます。考え方としても今まで申し上げたように、今の我々の考え方が合ってい

ると思っていますし、総務省の通知においても通算しないことが適切とまで書かれてると、そういう状況で

す。 

 

〇職員団体等 総務省マニュアルには「一時金を組入れられている非常勤職員についても適切でないと考え

ている」と書かれてますか。 

 

〇当局 そもそも一時金の組入れ、組入れてないは関係がないといいますか、法律上期末手当が支給できる

のは会計年度任用職員というのがそもそものところにありますので、その考え方に従ったものと、そう理解

しております。 

 

〇職員団体等 当局は今回実施されなかったですけども、再任用職員から会計年度任用職員に移行した人に

は、総務省のマニュアルでは期間率を掛けなくてもいいですよね、違いますか。 

 

〇当局 従前、いわゆる給与、報酬ではなく給与を支給されている職員ということですので、そういった取

扱いも可能な範囲にはいらっしゃる、そのようには思います。 

 

〇職員団体等 それは一時金をそもそも支給されてきたのだから、その次もまた一時金の期間率を掛ける必

要がないと総務省は考えているんだと思います。 

 

〇職員団体等 ２００８年の交渉の中でもいろいろな約束をしていただいていたんです。その当時私たちが

急に月額報酬が上がると、「何でこんな高い給料になるんや」ということが指摘されることを、危惧すると

いう質問に対しても、「私たちが責任をもって議会にも説明します」とおっしゃっていたし、さらに「月額

に組み込まれることで超勤単価は上がるし、新規採用された人に対しても期間率はかからない」と述べられ

ていたんです。ただ要望としてはきちんと割増報酬というかボーナスという形で欲しいということを伝えて

あったことで、その時期が来れば元に戻すということだったんです。これまでの交渉経過をないがしろにす

るのではなくて、きちんと交渉経過を踏まえた上で今回の期間率を適用して減収になってしまったものに対

する取扱いをもう一度検討し直してほしいと思います。 

その交渉経過とか以前のことについて全くなかったものにしようと思っていらっしゃるわけではないで

すよね。 

 

〇当局 当然、過去にやり取りしたことが事実として残っておりますので、全くなかったことにとかそのよ

うな考え方はございません。ただ、今日現在において我々としては適切に制度移行をしたと考えております

し、非常勤職員から会計年度職員への移行という中で総務省の通知にもありますように、おっしゃったよう

に期末手当が法的にも期末手当の支給が担保されている、会計年度任用職員には期末手当が支給できるとい

う大原則がございますので、そこを曲げて期間率を撤廃した部分について支給することについては困難と考

えているところです。 
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〇職員団体等 もう一度きちんと考え方を整理していただきたいと思います。 

後から働き始めたりした人たちは、今回の会計年度任用職員制度移行によって自分たちの給与の中身が

一時金が組み込まれていたので、月額、もしくは時給を下げるけれども、一時金がもらえることで年収が保

証されるという説明を聞いた方たちもいれば、そういう内訳も知らずにふだんのお給料を下げて、一時金が

支給されるからという説明だけの方とか、説明が十分されていない。自分たちの給料がどういう内訳か説明

を受けずに、ずっと働き続けてきた人たちがいらっしゃいます。その人たちにとっては、突然「一時金が入

ってたから下げるね」って言われて、さらに「年収ベースで下がらないから」って言っていたのに期間率ま

で掛けられて、時給は下がるわ、月額報酬は下がるわ、年収は下がるわということになって、吹田市に裏切

られたと思って働き続けてる方がたくさんいらっしゃるんです。こういった人たちに対しても期間率を適用

するということについてはもう少し配慮をする必要があるんじゃないかと思います。その点はいかがですか。 

 

〇当局 制度移行の説明については、特に、その報酬の内訳的なところがどのように変わるのかという部分

ですけども、人事室については所管する非常勤さん、従前の非常勤さんという意味では一般事務非常勤さん

に当たるんですけれども、人事室としては対象の方にそれぞれ従前の内訳と改正後の内訳というのを、金額

をリアルに記入させていただいた説明用紙を配らせていただいたりとか、一定努力はしてきたつもりではお

るんですけども、全庁的に見ると説明が足りなかったというようなお話も、確かに聞いておりますので、そ

の辺りについては今後このような制度が改正される場合などについては、その当該職員さんに対する説明で

あったりとか、周知徹底については丁寧に行うようにということで、各所管のほうにも周知をしていかなけ

ればならないと考えておるんですけども、その部分と今おっしゃった期間率については、直接的には関連は

していないと、そのように感じます。 

 

〇職員団体等 期間率がなければ、せめて年収では大丈夫やったと思うんですけど。 

 

〇当局 ただ、その年収という部分については、その年収という言葉の定義についても従前からお互い、立

場が違うといいますか、ずれのある状態で今日を迎えておりますけれども、我々については先ほど申し上げ

たように年度の後半とまで言うと期間が長過ぎるんですけど、１１月２日以降の勤務については翌年度に支

給をされるというところで、そこで収入としては満たされていると、そのように考えております。 

 

〇職員団体等 当局からの申し入れ文書の表記が、１年目、５年目、１０年目とか１５年目の年収が書かれ

てたんです。その１年目の年収の期間っていつからいつまでのことを言うんですか。 

 

〇当局 ですので、その年収という言葉の理解というか解釈というところに話が戻ると思うんですけども、

我々としたら、一般的に年収といえば１月から１２月のことが一般的に言われる期間やとは思いますけども、

労働に対する対価という考え方もありますので、今回の制度移行においては当然、先ほども申し上げた１１

月２日以降の労働に対する対価というのが翌年度支給になりますので、その部分も入っていると、そのよう

な理解をしていたところです。 

 

〇職員団体等 だから、その資料の１年目というのは何月から何月までの期間の年収ですか。 
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〇当局 表としては４月から３月までというのを想定してはつくられている表やと。 

 

〇職員団体等 じゃあ、４月から３月の年収で下がらないという説明を私たちは受けていますよね。違いま

すか。 

 

〇当局 そういった理解をされていたということは我々も一定理解はしております。ただ、どうしてもこう

いう従前、月額に分散して支給していたときには、年度の範囲内で全て支給を終えることができていた制度

について、制度として翌年度払いというのが発生する。 

 

〇職員団体等 そんなことないですよ。どうしてもじゃないですよ。 

 

〇当局 １１月２日以降の勤務に対する労働の対価は翌年度に支給されるという制度になりましたのでね。

この制度移行がある中で、今おっしゃるような年単位での収入を保障するということになりますと、そこは

過払いが生じると、そのように思います。 

 

〇職員団体等 意味が分からないんですけど。４月から３月の１年を年収として、その年収ベースで翌年下

がらないですよという説明を受けましたよね。違いますか。 

 

〇当局 ですから、そこに年収という言葉のずれといいますか、当然職員団体の方々の理解と我々の考えて

いるところが違っておったというところですけども。 

 

〇職員団体等 こちら理解とかじゃなくて、そのときに４月から３月の年収で、移行しても変わりませんと

いう説明をされましたよねと聞いているんです。 

 

〇当局 その１個、１個のやり取りの中ではその年度、年度での報酬額は変わらないというようなやり取り

はあったやもしれないです。 

 

〇職員団体等 「あったやもしれない」じゃなくて、あったんですね。５年目だったら、５年目も一緒です

よね。５年目だけそんな月が変わりませんよね。４月から３月ですよね。１０年目の人も４月から３月です

よね。その年収を計算されて職種ごとに。下がらないですと説明されましたよねという事実確認です。違い

ますか。 

 

〇当局 ただその、下がらないというそのやり取りの中に、我々の説明不足があったのかもしれませんけど

も、１１月２日以降の勤務に対するいわゆる収入部分については翌年の６月に支給されるものが合わさって

いたと、そういったところです。 

 

〇職員団体等 そんな年収聞いたことないですよ。４月から３月分に翌６月一時金を合わせた年収なんてそ



（8） 

れこそ世間で通用しないと思います。それも吹田市人事独特の年収観です。どこへ行っても通用しない年収

の定義です。聞いたこともないです。吹田市がこれまで非常勤職員などの非正規の皆さんの年収を計算する

ときは４月始まり３月末という年度で見ますよねという話をしているのに、「いや翌年の６月の分も合わせ

た年収で一致してません」って言われても、一致するわけないですよ。聞いたこともない年収の定義なんだ

から。「年収ベースで下がらない」という説明に反してますよ。 

 

〇当局 ただ、そのように理解をされる言い回しがこちらのほうにもあったのかもしれないですけども、た

だ今回のこのような、年度をまたぐような制度変更がある中で、そこに対して差額を支給していくとか、そ

ういったような取扱いについてはできないと、そのように考えています。 

 

〇職員団体等 何ができるか考えてください。月額は下がるわ、時給は下がるわ、さらに「年収下がらん」

って言ったのに、だまされたような気分になるということは理解していただけませんか。 

 

〇当局 ただ我々としても年収という言葉のやり取りで理解をしていただけなかったという反省点はあるん

ですけども、その昨年度の交渉の過程の中で期間率のお話もさせていただいておりますし、この本交渉の場

以外の場でもさせていただいておりますし、そういう部分も含めた制度移行であるということは御理解はい

ただいていたのかなと思っていたというのが正直なところです。 

 

〇職員団体等 理解できるような中身ではありませんでした。 

それ以降の説明の中でも一切そういうことがきちんと説明されていないんです。今まで一般事務非常勤

職員の方たちに、「あなたの月額報酬に一時金が組み込まれています」と条件とかを示して採用されてます

か。 

 

〇当局 そのような条件は示しておりません。 

 

〇職員団体等 ほかに、電話交換の非常勤の方とか介護の認定調査員の方とかにはどうですか。 

 

〇当局 全ての職においてそのような説明を、例えば募集要項に書いた上での採用とかにはなっていないと

いうのが当時の現状です。 

 

〇職員団体等 それが自分の月額の報酬やと思って働き続けるのが自然ですよね。 

 

〇当局 個々のそういった１２分割したものを組入れた報酬制度になって以降、雇用された方が知る機会な

く働き続けられているという、そういったケースがあるということは理解します。 

 

〇職員団体等 そういう人たちにとってはまず月額から一時金を抜き取られるということ自体が理不尽なこ

とやという思いがあるというのを分かっていますか。 
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〇当局 何らかの形で我々も当然周知に努める必要があったのかもしれませんけれども、労働組合職員団体

の方も組合員の方からそういった御質問があったら答えていただきたいというか、そういう何と申しましょ

う、従前支給してきた割増報酬というのを分割して払っているということ自体が苦肉の策ですので、募集要

項に書いたりとかそういうような形で説明のできるようなもんではない、そこは職員団体のほうも理解をし

ていただきたいと思います。 

 

〇職員団体等 労働組合は理解できないんです。というのは、「それぞれの一時金の組入れ額を明らかにし

なさい」というのは労働組合の当時からの主張なんです。分からなくなってしまうから「あなたの何月分の

報酬のうち、基礎報酬分がどれだけで、割増報酬分がどれだけって示すべきです」と、労働組合は主張して

きたんですよ。だから、今こんなことになったんじゃないですか。皆さんが招いた種ですよ。それをね、労

働組合にも責任があるかのようなその主張ははっきり言って間違いです。確かに、今いらっしゃる皆さんは

その当時、この席にいなかったかもしれない。だから、当時の資料をひもといてください。労働組合は「分

からなくなって曖昧にされるかもしれへん」といって、主張してきたんです。だから当局の責任ですよ。そ

れができないままに一般事務非常勤さんや電話交換の非常勤さんたちには、「あなたの月々の報酬幾らです、

今度期末手当ができます」ってなったら、普通は今までの月額報酬に加えて期末手当もらえるようになるっ

て思います。なのに、「いやいや皆さんの月額報酬は減らして、それが期末手当に回るんです」なんていう

ことをされたら、はっきり言って訴えられても不思議じゃないぐらいの話と違いますか。その方たちからし

たら。だって労働条件が提示されてないんですよ。 

 

○当局 一般事務非常勤の任用につきましては、任用の希望調査というところのときに、提示しています。

これは年明けの２月ぐらいと思うんですけど。 

 

〇職員団体等 採用のときのことを言ってるんですよ。 

採用のとき１０年から働いてずっと今まで来て、さあ最後の２月になって示したってね、それこそ怒り

ますよ。そんなん聞いてない。裏切りやって。 

 

〇当局 ただ、これは本当職員団体さんのほうとしても、当時の当局側の苦しい立場というのは理解はして

いただきたいです。職員団体としてはその期末手当が含まれているということをはっきりさせるという要求

があったのかもしれないですけども、できるはずないんですよ。募集要項とかそういった世界で。ただ、期

末手当の含まれている率とかというのは当然内部管理としてきっちり引き継いでもきておりましたし、明確

に人事室としては理解をして、きっちり管理をした上で今回の会計年度任用職員の報酬の算出根拠にもさせ

ていただいているという経過がありますので、その募集要項とかに書いてでも明らかにせよという、それは

おっしゃってたというのはあるんかもしれないですけど、それは現実的に自治法等ある中でも絶対に無理で

す。 

 

〇職員団体等 絶対に無理といいながら、なぜ今になって、「実は一時金が組入れられたんです」って言っ

て、月額報酬を下げるんですか。今やから言えるわけですか。すごい矛盾してるんです。「言えるはずがな

いじゃないですか、文書になんかできるわけがないじゃないですか」と、言いながら、この２月には明らか
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にされたわけでしょう。「どの口が言うてるんかな」と思います。 

 

〇当局 ただ、それ今、議論することなんでしょうか。この交渉の前年度に行われた移行交渉の中で、そこ

の明示について議論になっておりませんし、そこは当然労使、理解した中で従前から期末手当という相当分

というのは含まれた方については外出しするというのは、お互いが合意した中で行われていることであって、

そこを今この交渉で問題化されるというのは交渉としてはそれはいかがなものかとは思いますけども。 

 

〇職員団体等 先ほど一時金が組入れられたときの経過を明らかにしてくださいと申し上げたときに、その

当時、非常勤職員として一時金組入れられた人と、それ以降に採用された方を同じようにせなあかんから、

そんなことは無理なんですとおっしゃられましたよね。だから、私たちが主張しているのは、まず、一時金

組入れのときに在籍していた非常勤職員については元に戻せという主張なんですよ。でも、一般事務非常勤

から会計年度に移行したような人たちは、組入れのときはいらっしゃらないんで、その理屈は通用しません

よね。でも、その人たちには、労働条件を明示されてなかったのに今になってそれを月々の報酬から削ると

いう、この理不尽なことを受けてるわけですよ。だから今、問題にしてるんです。同じにしてしまうとね、

当局がおっしゃるような議論になっちゃうから。でも、労働条件の明示のない一般事務非常勤の人たちが怒

ってますよというお話も伝えてきたと思うし、いろいろアンケート取らせていただいた中にもそれが表れて

て、見ていただいているんじゃないですか。そのことは交渉の中で出てくるのは当然ではないですか。どう

思われます。それで平気ですか。 

 

〇当局 個々のそういう知る機会を全く持たずにこの吹田市の歴史といいますか、そういう取扱いの影響を

受けた方については一定何らかの配慮といいますか、丁寧な説明も必要であったし。ただ、今どういったこ

とができていたかというのは頭には浮かびませんけども、丁寧な対応すべきだったなと、そういった反省と

いいますかそのような思いはあります。 

 

〇職員団体等 そういう気持ちをお持ちだということでは、少しほっとするんですけれども、当事者の人た

ちからしたら、本当は「丸々月額報酬を下げずに期末手当が欲しいところだけれども、１００歩譲って期間

率を掛けんとってくれ」という思いですよ。期間率を適用するかどうかというのは、皆さんが判断できると

思うんですよ。予算にはもちろん関わってきますけれども、条例で定められているわけではないので。どの

人たちを期間率の対象にするか、会計年度に移行する直前の非常勤職員時代にこれだけ働いている人は会計

年度任用と同様とみなすとかできるじゃないですか。それは皆さんの努力次第だと思うんですよ。何らかの

そういう糸口を見つけて、その人たちを救わないと、同じ職場におって本当にその人たちに申し訳ない。何

とかしてあげたい。それがね、全庁的な思いですよ。一般事務非常勤の仲間のいる職場の人たちをはじめ全

庁のいろいろな人がそう思ってるんですよ。そこに寄り添ってあげてほしいと思うんですよ。 

 

〇当局 これまでの交渉の経過の中でもこの部分について、非常に要求は強いと、ほかの事項と比べても要

求が強いというのは実感はしております。ただ、この点については今、坂田委員長のほうも我々で決めれる

範囲ではないかというような発言もございましたけども、ただこれ、大きな問題で、この期間率そのものは

条例事項ではないとしても極めて大きな予算を伴うものでございまして、条例とほぼ同様の議会審議が必要
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となろうかと考えます。 

それとあと、先ほども申し上げていましたように、総務省の通知において会計年度任用職員である期間

以前の期間について通算しないことが適切と書かれている中で、そこで支給するという取扱いが、そういっ

た取扱いをすること自体が住民監査請求の対象にもなり得ると、そういった部分でもあります。もしくは、

そういうような請求がなされた場合には人事室としてもそのリスクは到底負えるようなものではないと、そ

ういったことからもこの期間率の改正であったり、期間率を掛けたことによる減額部分を違う費目で支給し

たりとか、そういったことは非常に難しいと、そのように考えております。 

 

〇職員団体等 訴訟リスクのことをおっしゃられましたけれども、逆も考えてください。聞いてないし同意

もしてないのに一方的にされたと、その人たちから訴えられても、なかなか厳しい話やと思いますよ。１０

年間ずっと内緒にしてきて、この２月に初めて示して、合意も何もないですよ。入っていない方からしたら、

本当にもう知らんところで決まっている。しかも、労働組合も合意したつもりはないと再三申し上げている

とおりなんですよ。期間率がかかるなんてまさか思ってなかったですから。だから労働組合も合意してない

し、その人たちもずっと１０年にわたってそんなことが示されてこなかったのに、今になって一方的に行っ

たわけですから、もしそういうしかるべき場に出たときには、住民監査請求もそうかもしれないけれども、

皆さんが厳しい局面に立たされるというリスクは十分あるということも考えていただきたい。 

今、予算が大変とおっしゃいましたけれども、ほんまかなと。例えば一時金組み入れ以降に採用されて、

しかも説明を受けてないという一般事務非常勤などに支給するならどれだけ要るのかというのを示していた

だきたいと思います。みんなしてほしいですよ。でもいろいろあると思うんですよ。予算も探ってほしいと

思います。この人たちだけはせめて救うとか、いろいろな手法があると思うので、検討を要請しておきます。 

 

〇職員団体等 期間率を掛けなければこれまでの金額に戻るだけなので予算がこれまで以上にかかることは

ないと考えていますので、そういったことも踏まえてお願いをしたいと思います。 

次、２点目ですけども、報酬上限制度には一定の問題があるという認識をしていただいたと思っていま

す。その認識に基づいて会計年度任用職員の報酬上限を撤廃すること、当面の措置として主任級及び主査級

職員の上限額を大幅に引き上げること。また職務・職責に見合った給料表の等級への格付を行うことという

ことを要求書しています。上限が同じであることが課題ということも交渉の到達点として確認できていると

思っていますけど、間違いないですか。 

 

〇当局 はい。現行、３つの等級の給料表といいますか、報酬表を適用している中でその３つの等級、全て

の上限額が同じであるという状況については、一定課題認識をしています。その点については前の交渉でも

発言させていただいたとおりです。 

 

〇職員団体等 主任、主査級職員の上限幅を上げることで改善をしていただきたいと思っていますけども、

まさか主任や係員を下げることはありませんよね。 

 

〇当局 現行の上限については、基本的には係員の方に対して定まった上限であるという部分がありますの

で、この部分を不利益変更するというような提案はしたくないと、そのように考えております。 
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〇職員団体等 早急に６等級、５等級の主任及び主査級の職員の上限の引き上げを行ってほしいと思ってい

ますので、よろしくお願いします。 

 

〇当局 この部分についても、先ほども議会のお話も一部ございましたけども、この部分については条例本

文に出てくる、明らかに条例事項の部分でございますので、当然我々としても慎重な対応が必要でございま

す。 

それで、前も述べましたけれども、現時点で各市の照会等も進めているところでございまして、さらに、

各市の照会といいましても、これなかなか照会も難しくて、なかなか各市の担当者と我々が調べたいところ

というのを一致さすというのだけでもなかなか苦労する部分がありまして、一旦、照会かけて回答が来たも

のだけでは判断がつかないとかいうものも多くございますので、さらに詳細な確認を引続き続けていきたい

と、そのように考えています。 

 

〇職員団体等 さらに、どの職場でも職務・職責に基づいて等級の格付を行うことは、まだ課題としてあり

ますので、それぞれの担当所管に人数制限したりせず、職務・職責に基づいた等級を格付し改善をお願いし

たいと思います。 

 

〇当局 その部分については、従前の、昨年度でも交渉で提案もさせていただいて、交渉もさせていただい

た部分ですけれども、原則として非常勤職員のいない職場、その原則としてとはどういうことですかという

やり取りもさせていただいた記憶がありますけども、担当職務の中に常勤職員がいないという部分も適用さ

れる場合もあるでしょうというような回答をさせていただいた経過もありますが、その原則に基づいて職

務・職責の範囲内で職務・職責関係なく人数制限があるとか、そういったことはなく、職務・職責に応じた

配置をしていただければと、そのように考えております。 

 

〇職員団体等 ただ、「原則常勤職員がいない」という文章に捉われている職場が多いと思います。そうで

はないということを周知し続けていただきたいと思っています。 

また、正規職員、常勤職員がいない職場については、報酬上限が必要な職場になるのかすごく疑問を感

じます。ある一定、現場でいろいろなことを会計年度任用職員だけで判断していかないといけない職場につ

いての取扱いも含めて、きちっと考えていただきたいと思います。主査級も職員児童館の館長だけではなく

てほかの職場でもそういった役割の方がいらっしゃればきちっと定めていくということも、含めてお願いし

たいと思っています。 

仕事の内容を見て判断すれば、明らかなところはたくさんありますから、そういった点も踏まえて柔軟

に、様々な等級への格付ができるというところも人事からきちんと通知をしていただきたいと思います。い

かがですか。 

 

○当局 職務、職責によって、主査級、主任級の設置ということを今おっしゃられました。もちろん、そん

な柔軟に、何でもかんでもというのはなかなか難しいと思いますけれども、それぞれの職務・職責を見てい

ただいて、各所管のほうで判断をしていただく。一定判断をしていただいて、対外的にきちんと説明できる
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ように主任、主査の職務、職責の設置を進めていただき、人事の方としても相談があれば相談にのっていき

たいと考えています。 

 

〇職員団体等 次に３点目ですけれども、短時間勤務の職員について慢性的な超過勤務が発生している場合

は適正な勤務時間の設定を行い、所定勤務時間とすること。また、所定勤務時間を超えた勤務については１

００分の１２５の割増率とすることを要求しています。前回の交渉の中でも民間の動向を踏まえて検討を進

めてほしいと申し上げましたけれども、いかがですか。 

 

〇当局 割増部分ですね、割増部分といいますか短時間勤務者が所定の労働時間を超えた場合の割増率を１

００分の１２５にするという部分ですけども、この部分については他市のほうにも紹介をかけさせていただ

きました。ただ、結果的に見るとなかなかそういった自治体は見受けられない状況の中で中核市、あと北摂、

それといわゆる市長のおっしゃっている「ＮＡＴＳ」という範囲全てを調べた中で、１市のみがそういった

対応をしているという状況でございました。ただそれ以外の自治体については、我々と同様といいますかそ

のような取扱いであったという状況がある中で、この部分についてもこれを改めるとなると条例事項になる

という部分です。これ条例になります。これを改めるとなると当然議会に対しても説明責任を果たしていく

という中で、その近隣自治体の状況というのは非常に重たいといいますか、そう簡単に変えれるような状況

にはないと、そのように感じております。 

 

〇職員団体等 会計年度任用職員条例第７条で時間外勤務については「一般職給与条例第２２条の規定によ

る」と書いてありますが、一般職給与条例第２２条によれば、何て書いてるんですか。 

 

〇当局 ただ、その一般職のほうの条例で再任用のことが定められていると。その部分を職員の例によると

いう規定ですけれども、この場合どこを見にいくのかということで法制の担当のほうとも確認をしましたけ

れども、再任用の取扱いというところを読みに行くということで確認は取れておりまして、いずれにしても

一般職の条例を改正しなければならないと、そういう内容になります。 

 

〇職員団体等 普通にこれを読むと、「正規の勤務時間」を超えるのが割増だと理解します。「正規の勤務

時間」とは、「正規職員の勤務時間」ではないはずなんですよ。会計年度任用職員に当てはめたら、会計年

度任用職員のそれぞれの正規の勤務時間を超える分について割増報酬を支払うと読めると思うんです。 

 

〇当局 手元にちょうど今、それを持ってきてなくて、ただ記憶であれですけど、第１項辺りにそういった

ことが書かれていて、第３項か第４項辺りに再任用の取扱いのことが言及されているというようなつくりに

なっていて。 

２２条の２項ですね。今、記憶で３項やと言いましたけど、２項のほうで短時間勤務者のことが書かれ

ていると。それで、そこで１日、７時間４５分までについて１００分の１００ということが、そこで定めら

れていると。そういうつくりになっています。 

 

〇職員団体等 ２項は再任用短時間勤務者のことを定めているだけですね。 
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〇当局 一般職の職員の例によるということで、再任用短時間勤務職員も一般職の職員に当たります。それ

でこの場合の会計年度任用職員の条例と一般職の条例の関係性の中において、この場合どこを見るかという

ことで先ほども申し上げたように法規のほうにも確認は既にしておるんですけども、２２条の２項、再任用

短時間勤務職員の規定を見にいくということで確認をとれておりますので、この部分を改めようと思うと条

例改正が必要やと、そういう理解です。 

 

〇職員団体等 法規の解釈を改めることは十分可能なんじゃないかと思います。これはあくまでも再任用の

短時間勤務者のことを定めているんであって、パートタイム会計年度任用職員は、１項を適用しても全然お

かしくないと率直に思っています。なぜなら、当局自身が直接適用するのは難しいと判断されたので、当局

が作ってはる資料にもあくまで「準じる」としか書かれていないんですよ。適用できないと考えたからじゃ

ないのかと、思うんです。研究していただきたいと思います。 

 

〇職員団体等 所定の勤務時間が適正であれば、超過勤務がずっと発生するわけではないと思いますので、

まずは所定の勤務時間について現在の勤務実態に即した勤務時間の設定を進めていただきたいと思っていま

す。各所管との交渉では「人事がこう言うてる、ああ言うてる」みたいな話があり、人事に問合せをすると

「各所管で判断するもの」とたらい回しされています。勤務時間の設定について、それぞれの担当の所管と

どんなやり取りをされているのかも含めて教えていただきたいと思います。 

 

○当局 今、おっしゃった適正な勤務時間の設定については、もちろん制度移行の際に各所管に対し、検討

するように伝えてきています。今後も恒常的な時間外が生じている場合、特に適正な勤務時間について検討

するように伝えているところです。 

その勤務時間の交渉といい、人事が同席せいというのはそれはちょっと事業の中身とかそういう部分が

分からない中で、それは所管で進めていっていただかないといけない問題かなと思っています。それプラス

今おっしゃった各所管のどんな状況かというところですけど、留守家庭とか児童厚生員、留守家庭児童育成

室指導員とか児童厚生員のほうには勤務時間については確認をしています。勤務時間で今の現状のやり取り、

それぞれ支部の団体さんとのやり取りというのはどういう状況かというのを確認はさせてもらいました。所

管のほうからは、一定、今までの勤務時間から特に留守家庭の児童育成の指導員のほうは後ろの６時半から

７時、６時半を７時までの３０分の時間延長を提案しているけれども、なかなかまとまっていない状態だと

いうふうには聞いています。 

児童厚生員のほうについては、勤務時間が４月から９月だったら午前１０時から午後６時まで。１０月

から３月でしたら午前９時半から午後５時半なんですかね。その部分については前を１５分、後ろ１５分の

延長することによって、フルタイム化を要求されているという現状はありますというふうに所管は言ってま

して、その部分については今後、これは所管が子育て政策室でありますけれども、タイムカードとかを導入

してきちんと勤務時間を管理した上で、必要であれば検討していきたいというふうに全て所管が言っている

のは、人事として現状を確認したところです。 

 

〇職員団体等 児童館に１５分の前、後ろとってタイムカードを導入してというのは、基本サービス残業が
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積み重なってれば勤務時間にみなしますということであって、サービス残業も推奨するという意味ではない

ですよね。 

 

○当局 もちろんサービス残業を進める、奨励するという意味ではないと思います。ただその部分について

は、きちっと所管のほうで今後、把握していくと言っておりますので、それを待って人事室としても話を聞

いていきたいというふうに思っています。 

 

〇職員団体等 サービス残業にならないようにお願いしておきたいと思っています。これだけサービス残業

が続いているから勤務時間にしておこうかではなくて、きちんと超過勤務として続いている実態があれば正

規の勤務時間にするという判断をしていただきたいと思います。サービス残業ありきで今後の勤務時間の改

善に努めるということではないということを指導していただきたいと思います。必要な場合には同席してい

ただきたいと思っていますけども、無理ですか。 

 

〇当局 勤務時間の設定となりますと、労働条件担当するのは人事。それはただ、結果的な労働条件の管理

といいますかそういうところになってこようかと思いまして、そもそもの勤務時間設定というのは業務量、

実際にやる業務量に対してこの時間までが勤務時間やということを決定する部分になりますので、権限とし

ても人事が口を挟めるところではないと。位置づけとしてはそうなります。 

 

〇職員団体等 口を挟まなくとも同席していただけると事実が違ったように伝わることはないと思います。 

全く無理な話ではないんですよね。 

 

〇当局 それはただ、同席をする、権限を伴わない同席というのは理屈上は可能なんかもしれないですけど、

現実問題として各所管の交渉に人事が参加するというのは、先ほど考え方の部分を申し上げましたけれども、

物理的にもそういったことは非常に難しいですし、そのために各所管にいわゆる管理職、そういう職員団体

とのやり取りを含めて担う管理職というのが配置されておるわけですので、所管のほうでそこはやっていっ

ていただきたいというふうに思っています。 

 

〇職員団体等 今、こういうコロナの状況の中で、交渉も進んでないことが実態としてあるんです。そうい

った中でも慢性的な超過勤務はずっと発生しているケースがありますので、その所定の勤務時間がきちんと

定まるまででも、せめて所定勤務時間を超えた分については、１００分の１２５の割増率にしてほしいとい

う要望もあるんですけど、いかがですか。 

 

〇当局 先ほどからサービス残業というような表現もございますけども、当然我々としてはそこが業務とし

て認められる事実があるんであれば、それは業務ということで正規の勤務時間の改正に至らなくとも業務で

あるという事実が明らかなのであれば、時間外勤務として当然報酬は支給するところであるということを考

えております。 

 

〇職員団体等 まだ所定の勤務時間が定まってない所管に対して、１００分の１２５の割増率で勤務時間を
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超えた分を支払っていくという考え方についてはいかがですか。 

 

〇当局 それは先ほど、この項目の冒頭の部分であったかと思いますけども、他市の状況も調べさせていた

だいて、あくまでも我々は条例の解釈上、ここを変えるためには条例の改正が必要やという部分でもありま

すし、他市の状況もありますし、そこを直ちに１００分の１２５とするということは困難であると、そのよ

うに考えています。 

 

〇職員団体等 コロナの状況で交渉が進まないということも全然踏まえられないということですか。 

 

〇当局 先ほども申し上げたように、その部分に勤務があったという事実があるのであれば、そこは時間外

勤務の対象になって、当然割増報酬の対象にはなろうかと思いますけども、その割増率を１００分の１２５

にするということは困難であると。現行制度の中で１００分の１００の割増を、時間外勤務報酬を支給をし

ていくと、そのようになろうかと考えます。 

 

〇職員団体等 ４点目ですけども、会計年度任用職員の長期在職者休暇をはじめとする特別休暇についても、

正規職員との格差を是正することを要求しています。これは長期間にわたって勤務しているという会計年度

任用職員がたくさんいるということ、この実態に基づいて休暇制度の格差を、常勤職員との格差を是正して

いただきたいということです。 

 

〇当局 長期在職休暇をはじめとするということで、長期在職休暇が主役になっているということなので、

その部分について、まずは長期在職休暇に限った考え方ということでお答えをさせていただきますけれども、

あくまでも会計年度任用職員ということで、任期については１年度になる職員であるということになります。

ということで、制度上こう長期在職休暇ということ、長期在職休暇という制度になじまないと、そのように

考えております。 

また、この長期在職休暇というのは非常に、今、厳しい状況にある休暇の種別でございまして、そもそ

も国においては常勤職員にもこの制度はないというような状況になります。殊更にこの長期在職休暇という

ことになってきますと、会計年度任用職員の長期在職休暇の導入ということにとどまらず、常勤職員の制度

の廃止というそういうような話も出てくるという、そういう危険性を有した休暇種別にもなっているのかな

ということもございまして、非常に検討するのが難しい休暇であると、そのように今、感じております。 

 

〇職員団体等 長期間にわたり勤務している実態はきちんと考えていただいて、その上で格差是正できると

ころをぜひ探っていただきたいと思います。 

今日は４点について交渉を進めましたけども、持ち帰り、検討していただきたいこともありますので、

継続して交渉するということでよろしいでしょうか。 

 

〇当局 交渉の継続ということで今おっしゃられましたけども、これまでの間も、我々も我々の立場なりに

何かできないかなということは常々考えながら様々な角度から検討は続けてまいっているところです。今回

で言いましたら期間率の問題であったりとか、時間外、正規の勤務時間を超えての１００分の１２５という
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部分については非常に難しいと、そのように考えているところでございます。 

 

〇職員団体等 ２００８年の年末の交渉のときに、一時金の組入れを当局のほうから提案をされました。近

隣市の裁判の結果、このままでは極めて違法性が高い、裁判に負けたら返せということにでもなってしまい

かねないから、皆さんを守るための措置として一時金の組入れをしたいと提案をいただきました。組入れを

した場合のメリットは、月々の報酬が高くなるので超勤単価が上がる。初任給も上がるので人材が集まりや

すくなる。新規で雇われた人についての期間率がなくなる。３つのメリットがあるので協力してほしいと提

案されたんです。 

よくかみしめてほしいんです。というのは、全く逆のことを今やったわけです。月々の報酬は下がるの

で超勤単価は下がる。初任給が下がるので集まりにくくなる。全員新規やから期間率を掛ける。当時提案さ

れた時のその配慮に比べて、皆さんはその３つをことごとく覆して提案されてるんですよ。このときに組入

れをされた職種については、今のこの３つが全部ひっくり返ったもんだからええことないし、とりわけ、初

任給が下がったから集まりにくくなるんだけれども、それでええのかということなんですよ。当時の当局は

ほんまよく考えたなと思いました。そういう先人の知恵といいますか、ここのところに立ち返らないとあか

んのではないかなと思っています。 

冒頭に申し上げたように、交渉なんだからもっと歩み寄ってきてほしいと思います。僕らが出している

要求に全然歩み寄ってこないって率直に思いますよ。こんなんやったら交渉にならないですよ。交渉なんだ

から歩み寄って、「これは無理でもこれやったらどう」とかね、いろいろ当局のほうからも知恵を出して考

えていただかないと。「できません」、「できません」しか言わないんでは、冒頭に申し上げたような交渉

にならんので、解決策を見出していただきたい。 

 

〇当局 その当時の人事当局の提案内容をかみしめろというお話でしたけれども、この会計年度任用職員の

導入に当たっては、いわゆる制度においても条例化がなされたというような状況にも移行しました。条例化

がなされたことによって当然、いわゆる任命権者が勝手に思いつきで、非常に厳しい減額を導入するとか、

そういったようなことは防げるという、労働条件が安定するというメリットは条例化によって得られたもの

やと思ってます。ただ、その一方で、制度を改めようとすると相当の説明責任が必要になる。法律的にも均

衡の原則、国や他の自治体の状況を鑑みて、制度化するということも書かれておる中で、その条例を変える

に当たっては他市の状況というのもこれまで以上に重要視をしていかなくてはいけないという、それぞれの

メリット、デメリット、デメリットと言うたら言い方はおかしいんですけども、制度を変更するにしても他

市と突出したような形のようなものというのはなかなかできにくいですし、そういった平成２０年、平成２

１年当時は報酬条例によってほぼほぼ制度は下位規定に委任をされてるという中で様々な制度を検討してお

ったんですけども、今日においてはそれが条例事項になっているという、そのような環境の変化というのも

御理解はいただきたいです。 

 

〇職員団体等 均衡の原則よりも、同一事業所内での同一労働・同一賃金の原則が優先です。ここで均衡原

則を持ち出して、「よその会計年度任用職員はこうだから」と比較して引き下げることは、これは認められ

ないです。同一事業所内での正規職員と非正規職員の同一労働同一賃金を目指していただかないと解決しな

いと思っています。 
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ぜひ、次の交渉までには解決策を当局内部で検討していただいて、大変厳しいということをおっしゃい

ましたけれども、交渉ですから解決策を見出していただきたいということをお願いして、これで交渉を終わ

りたいと思います。 


